
産業成長応援補助金交付申請 提出書類について 

 

 産業成長応援補助金の交付申請に必要な書類等についてご案内いたしますので、ご確認いただきご準備

をお願いいたします。ご不明な点等は、またご相談ください。 

 

ご準備いただく書類 

（１）補助金交付申請書（鳥取県補助金等交付規則 様式第１号） 

（２）対象事業に係る事業実績書等（鳥取県産業成長応援条例施行要綱 様式第６号の１～９） 

（３）口座振込依頼書 

 

添付書類（指定様式なし） 

関係書類 提出書類 備考 

様式第６号の１ 決算書 ・直近２期分 

様式第６号の４ 工場等の概要を明らかにした書類及び図面  

投下固定資産額・賃借料一覧表（内訳）  

投下少額資産額一覧表（内訳）  

付加価値額の算定に必要となる決算書類、収支

計算書又はこれに準ずる書類 

 

事業認定通知書及び認定変更承認通知書の写し  

各契約書 ・売買、工事請負、リース又は賃

貸借に係るもの 

領収書等の補助対象経費の支出を証する書類の

写し 

・見積書、発注書、請求書、納品

書、領収書、通帳の写し、振込

通知書等の写しをＡ４縦で全て

コピーしてください。（＊） 

・補助対象以外の経費と合わせて

行った場合、その支払いに係る

全ての請求書等を添付してくだ

さい。（＊） 

様式第６号の７ 労働者名簿の写し ・交付申請時点のもので「雇用形

態」「入社日」がわかるもの。

（正規雇用者、パート（週３０時

間以上）、その他（－）で区分） 

事業所別被保険者台帳 ・交付申請時点のものをハローワ

ークにて出力してください。 

対象事業により増加した雇用者の労働条件通知

書又はこれに準ずるもの 

 

就業規則  

人材確保費用の根拠が明記された社内規程等  

人材確保費用一覧表（内訳）  

人材確保費用の支出を証する書類の写し ・（＊）と同様。 

 

今後の流れ 

投資等完了 ⇒ 交付申請書類提出 ⇒ 現地確認（提出書類の原本確認、導入設備の確認等）⇒ 交付決定 

⇒ 補助金お支払い ⇒ 状況報告提出（交付対象事業の完了の日から７年間） 


